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外国人雇用状況の届出状況 

（平成 27年 10月末現在） 

～外国人労働者数は約 3万 2千人。届出義務化以来、過去最高を更新～ 

 

外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や

再就職支援を図ることを目的として創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国

人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。）の雇入れ又

は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労

働大臣（ハローワーク）へ届け出ることを義務づけるものです。 

このほど、外国人雇用状況の届出に基づき、千葉県内の平成 27年 10月末現在の届出状

況を取りまとめましたので、公表します。 

 

【届出状況のポイント】 

１ 外国人労働者数は 32,350人で、前年同期比 5,674人、21.3％の増加で、全国に占める割

合は 3.6％（平成 19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新） 

２ 外国人労働者を雇用している事業所数は 6,102 か所で、前年同期比 626 か所、11.4％増

加で、全国に占める割合は 4.0％（平成 19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新） 

３ 国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く 10,038人（外国人労働者全体の 31.0％）。 

  次いでフィリピン 5,603人（同 17.3％）、ベトナム 4,570人（同 14.1％）の順。対前年伸び

率は、ベトナム（92.2％）、ネパール（76.2％）が高い。 

４ 産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も

多く、全体に占める割合はそれぞれ 19.2％、35.7％ 

５ 事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の

66.4％、外国人労働者全体の 37.2％ 

（添付資料） 

・別添１ 外国人雇用状況の届出状況（平成 27年 10月末現在）（概要版） 

・別添２ 外国人雇用状況の届出状況（平成 27年 10月末現在）（本文） 

・別添３ 外国人雇用状況の届出状況表一覧（平成 27年 10月末現在） 
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労働者全体の状況について（Ｐ１） 
・ 外国人労働者数は32,350人。前年同期比で5,674人（21.3%）増加。 
・ 平成19年に届出が義務化されて以来、３年連続で過去最高を更新した。 
 
【増加した要因】 

・ 外国人労働者数が増加した要因として、「専門的・技術的分野」の在留資格並びに    
「技能実習」及び「資格外活動（留学）」の在留資格の外国人労働者が増加したもの
と考えられる。 

  また、外国人労働者を雇用した場合の届出制度の浸透が進んでいることが考えら
れる。       

  ○ 国籍別の状況（Ｐ２） 
 ・中国 10,038人（全体の31.0％）  ［前年同期比 7.1％増加］ 
 ・フィリピン        5,603人（同  17.3％）        ［同  12.6％増加］ 
 ・ベトナム        4,570人（同  14.1％）     ［同  92.2％増加］ 
   ・ネパール        2,590人（同    8.0％）      ［同  76.2％増加］ 
 ・ブラジル       1,421人（同     4.4％）      ［同    9.3％増加］ 
 ・特に、ベトナム、ネパールについては前年同期比で2,192人（92.2％）、 

1,120人（76.2％）と大幅な増加となっている。 
 

  ○ 在留資格別の状況（Ｐ３） 
 ・専門的・技術的分野 3,811人  前年同期比で      403人（ 11.8％）増加 
 ・技能実習          6,151人  前年同期比で  1,332人（ 27.6％）増加 
 ・資格外活動（留学）  6,415人  前年同期比で  2,123人（ 49.5％）増加 
    

  ○ 地域（安定所）別の状況  
 ・ＨＷ船橋  9,544人（全体の29.5％）    
 ・ＨＷ千葉  6,280人（同 19.4％）     
 ・ＨＷ松戸  3,215人（同   9.9％）       
 ・ＨＷ市川  2,925人（同   9.0％）       
 ・上位4安定所で全体の半数を超える。 

 
 
 
 

１ 外国人労働者の状況 

「外国人雇用状況」の届出状況（平成27年10月末現在）  【概要版】 

【別添１】 

※ ページ番号は、「外国人雇用状況の届出状況（平成27年10月末現在）」（本文）のページに対応している。 



  
事業所全体の状況について（Ｐ１） 
 ・ 外国人を雇用している事業所は6,102か所。 
   前年同期比で626か所（11.4%）増加。 
 ・ 平成19年に届出が義務化されて以来、初めて６千事業所を超えた。 
 
  【増加した要因】 
 ・ 高度外国人材などの受入促進による外国人労働者の増加に加え、外国人 
   労働者を雇用した場合の届出制度の浸透が進んでいることが考えられる。   
    
 ○ 地域（安定所）別の状況 
    ・ＨＷ千葉1,231か所（全体の20.2％）   

・ＨＷ船橋1,046か所（同 17.1％）          
・ＨＷ松戸  865か所（同 14.2％）         
・ＨＷ市川    620か所（同 10.2％）         
・上位４安定所で全体の半数を超える。 

  
 ○ 事業所規模別の状況（Ｐ４） 
    ・ 「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の66.4％、外国人労働者 
              全体の37.2％を占めている。 
    ・事業所数はどの規模においても増加しており、特に、30人未満事業所では  

前年同期比で15.5％増加であり、最も大きな増加率。 

２ 事業所の状況 

  
    

  
   ・ 外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに、製造業が最も多い。 
 ・ 製造業は外国人労働者数全体の35.7％、 
   外国人労働者を雇用する事業所全体の19.2％ 
 ・ 製造業の構成比は前年同期比で減少。 
   一方で、建設業や宿泊業、飲食サービス業は増加。 （Ｐ４、5） 
 
 

３ 産業別の状況 

   
  
   ・ 外国人労働者を雇用している事業所のうち、労働者派遣・請負事業を行って 
    いる事業所数 
       ・393か所（事業所全体の6.4％）   
       ・前年同期比で6か所（1.6％）増加。 
 ・ 労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数 
         ・3,930人（外国人労働者全体の12.1％） 
     ・前年同期比で671人（20.6％）増加。 （Ｐ１） 

   

４ 派遣・請負の状況 



【別添２】 
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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（本文） 

（平成 27年 10月末現在） 

 

Ⅰ 趣旨 

外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の

改善や再就職支援を図ることを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者（特別

永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。）の雇入れ又は離職

時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ

届け出ることを義務付けている。 

今般、千葉県内の平成 27年 10月末現在の届出状況をとりまとめたので、公表す

るものである。 

  

Ⅱ 届出状況のまとめ 

１ 外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の状況 

（１）平成 27 年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 6,102 か

所であり、外国人労働者数は 32,350人であった。これは平成 26年 10月末現

在の5,476か所、26,676人に対し、626か所（11.4％）の増加、5,674人（21.3％）

の増となった。外国人を雇用している事業所数、及び外国人労働者数ともに

平成 19年に届出が義務化されて以来、過去最高の数値を更新した。 

【別表２、参考表】 

外国人労働者数が増加した要因として、「専門的・技術的分野」の在留資格

並びに「技能実習」及び「資格外活動（留学）」の在留資格の外国人労働者が

増加したものと考えられる。 

また、外国人労働者を雇用した場合の届出制度の浸透が進んでいることが考

えられる。 

（２）このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所は 393か所、当該事業

所で就労する外国人労働者は 3,930 人であり、それぞれ事業所全体の 6.4％、

外国人労働者全体の 12.1％を占めている。【別表２、参考表】 
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中国 

（香港等を含む） 

10,038人 
31.0% 

韓国 

 983人 

 3.0% 

フィリピン 

 5,603人 

17.3% 

ベトナム 

 4,570人 

 14.1% 

ネパール 

 2,590人 

 8.0% 

ブラジル 

1,421人 

 4.4% 

ペルー 

 1,133 所 

 3.5% 

Ｇ7/8＋オーストラリア 

＋ニュージーランド 

 1,429人 
 4.4% 

その他 

 4,583人 

 14.2% 

 

 

２ 外国人労働者の属性 

（１）国籍別にみると、中国（香港等を含む。以下同じ。）が最も多く 10,038

人で、外国人労働者数全体の 31.0％を占める。次いで、フィリピンが 5,603

人（同 17.3％）、ベトナムが 4,570人（同 14.1％）の順となっている。 

特に、ベトナムについては対前年同期比で 2,192 人（92.2％）増加、ま

た、ネパールについても、同 1,120人（76.2％）の増加となっている。 

【図１、別表１、参考表】 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 国籍別外国人労働者の割合 

外国人労働者数 

32,350人 
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（２）在留資格別にみると、「身分に基づく在留資格1」が外国人労働者全体の

44.0％を占め、次いで、「資格外活動」が 24.1％、「技能実習」が 19.0％、「専

門的・技術的分野の在留資格2」が 11.8％となっている。 

【図２、別表１、参考表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国籍別・在留資格別にみると、中国は「技能実習」が 29.9％、「資格外活動

（留学）」が 15.5％、「身分に基づく在留資格」が 31.2％となっている。 

ブラジル及びペルーは、「身分に基づく在留資格」がそれぞれ 99.3％、99.5％

を占めている。なお、ブラジル及びペルーの「身分に基づく在留資格」内訳

では「永住者」の割合が最も高く、国籍別の外国人労働者に占める「永住者」

の割合は、ブラジル国籍者が 43.4％、ペルー国籍者が 64.7％となっている。 

Ｇ７/８等3及び韓国は「専門的・技術分野の在留資格」がそれぞれ 58.7％、 

24.9％を占めている。【別表１】 

 

                            
1 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が

該当する。 
2 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職 1 号 2号」、

「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内

転勤」、「興行」、「技能」が該当する。 
3 Ｇ７/８等は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア、オーストラリ

ア、ニュージーランドを表す。 

図２ 在留資格別外国人労働者の割合 

専門的・技術的

分野の在留資格 

3,811人 
11.8% 

特定活動 

 368人 
 1.1% 

技能実習 

 6,151人 
 19.0% 

資格外活動 

7,797人 
 24.1% 

身分に基づく 

在留資格 

 14,223人 
 44.0% 

外国人労働者数 

32,350人 
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30人未満 

 4,054所 

 66.4% 

30～99人 

1,001所 

 16.4% 

100～499人 

 648所 

 10.6% 

500人以上 

 157所 

 2.6% 

不明 

 242所 

 4.0% 

 ３ 産業別・事業所規模別に見た外国人雇用事業所の特性 

  （１）産業別に見ると、「製造業」が 19.2％を占め、次いで「卸売業、小売業」

が 17.7％、「宿泊業、飲食サービス業」が 16.2％、「建設業」が 9.4％とな

っている。 【図３、別表２】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）事業所規模別にみると、「30人未満」規模の事業所が最も多く、事業所全

体の 66.4％を占める。 【図４、別表５、参考表】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業 

 576所 

 9.4% 

製造業 

 1,173所 

 19.2% 

情報通信業 

 115所 

 1.9% 

卸売業、小売業 

 1,079所 
 17.7% 

宿泊業、飲食

サービス業 

 988所 
 16.2% 

教育、学習支

援業 

 161所 
 2.6% 

サービス業 

（他に分類され

ないもの） 

 437所  

7.2% 

その他 

 1,573所 

 25.8% 

図４ 事業所規模別外国人雇用事業所の割合 

図３ 産業別外国人雇用事業所の割合 

全事業所数 

6,102 事業所 

全事業所数 

6,102 事業所 
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建設業 

 1,637人 

 5.1% 

製造業 

 11,550人 

35.7% 

情報通信業 

 423人 

 1.3% 
卸売業、小売業 

 4,411人 
13.6% 

宿泊業、飲食

サービス業 

 3,189人 
 9.9% 

教育、学習支

援業 

 1,551人 
 4.8% 

サービス業 
（他に分類されな

いもの） 

 3,063人 
9.5% 

その他 

 6,526人 

 20.2% 

30人未満 

 12,045人 

 37.2% 

30～99人 

 5,171人 

 16.0% 

100～499人 

 10,209人 

 31.6% 

500人以上 

 4,375人 

 13.5% 

不明 

 550人 

 1.7% 

 ４ 産業別・事業所規模別に見た外国人労働者の就労実態 

（１）産業別に見ると、「製造業」が 35.7％を占め、次いで「卸売業、小売業」が

13.6％、「宿泊業、飲食サービス業」が 9.9％、「サービス業（他に分類され

ないもの）」が 9.5％となっている。【図５、別表２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外国人労働者を事業所規模別にみると、「30人未満」規模の事業所が最も多

く、外国人労働者全体の 37.2％を占める。【図６、別表５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 産業別外国人労働者数 

図６ 事業所規模別外国人労働者数 

※「サービス業（他に分類されないもの）」には、労働者派遣業、ビルメンテナンス業等が含まれる。 

外国人労働者数 

32,350人 

外国人労働者数 

32,350人 






















